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第１７６号 

発行：樋脇地区コミュ二ティ協議会 TEL・FAX 0996-37-2090 

12～14日(水) 自治会補助金実績報告書作成指導（コミ事

務所） 

17日(日) コミふれあい事業  

・五区グランドゴルフ大会 

 

19日(火)  地区間交流(育英地区) 主事参加 

23日(土)  料理教室 手打ちそばつくり 

24日(日) ・植木剪定講習会 二区公民館 

24日(日) ・市生涯学習フェスティバルに樋脇地区コミュニ

ティ協議会の活動報告を「パネル展示」で参加。 

発行日：令和３年６月２４日 樋脇地区コミだより 

 

 

南 集 会 所 
(旧二区公民館)  

 

❖
新
名
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の
看
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、
取
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け
ま
し
た
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東 集 会 所 
(旧三区公民館) 

西 集 会 所 
(旧四区公民館) 
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初
旬
、
集
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に
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し
い
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を
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け
ま
し
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。 新
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染
ん
で
も
ら

い
、
末
永
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愛
さ
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集
会
所

と
し
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け
た
ら
幸

い
で
す
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樋
脇
三
差
路
の
沿
道
の

よ
く
手
入
れ
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壇
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可
愛
ら
し
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花
々
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咲

い
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す
。
み
し
ま
太

陽
ク
ラ
ブ
と
五
区
ひ
ま
わ

り
ク
ラ
ブ
の
皆
さ
ん
が
、

年
に
二
回
の
花
植
え
と
そ

の
他
数
回
、
花
壇
の
手
入

れ
を
さ
れ
て
い
ま
す
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育
て
よ
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花
と
笑
顔
と 

明
る
い
未
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 ～樋脇中学校より～  

 

          

 

 ～樋脇小学校より～  

【 楽しかった一日遠足 】 

５月２８日、春の一日遠足を行いました。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当初

予定していた公共施設等への見学はできませ

んでしたが、１～４年生は、八幡河川公園で遊

んだり、ご飯を食べたりと楽しい一日を過ごす 

  事ができました。        

また５年生は高砂

ぶどう園の見学、６年

生は町内の史跡巡り

を行い、地域のよさを

知るよい機会となり

ました。 

 

  

 
自治会・地区のニュース・行事・話題はこちらまで。                    

樋脇地区コミュ二ティ協議会  

℡・FAX ３７－２０９０ 

 

                        

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

   

 

  

６月８・９日に地区 

総体が行われました。 

コロナ禍で、開催 

も危ぶまれる中での 

開催でした。３年生 

にとっては県大会出場を懸けた大会で、 

これまでの練習の成果を存分に発揮しまし 

た。残念ながら県大会出場をどの部も決め 

ることができませんでしたが、次のステー 

ジでの活躍を予感させるものでした。 

 

            

 

 

今後の行事予定 
７月 １日(木) 第 1回フェスティバル実行委員会・役員会(樋脇公民館大会議室 19時)  

   ８日(木) 青少年育成部会  （樋脇公民館第一会議室１９時半） 

  ２５日(日)  環境調査 

  ３０日(金) 環境講座 (樋脇公民館大会議室 19 時) 

    

    

      

 

 

 

 

日時：７月 25日(日)  

塔之原全支部 
 

毎年恒例の活動です。 

環境整備部が中心となり、各区の 

リサイクル推進員・環境美化推進 

員・自治会長に参加を呼びかけます。 

 

 

 
 

日時：７月 30日(金)19時  

場所：樋脇公民館大会議室 
暮らしに身近な環境問題。 

地球温暖化海洋汚染など、いま私たちは 

何をすべきか！専門家のお話を伺いま

す。ご参加お待ちしております。 

★
火
災
警
報
器
の
点
検
は
お
済
み
で
す
か
★ 

 

 

住宅用の火災警報器は古くな

ると本体内部の電子部品が劣

化したり、電池切れなどで、

火災を感知しなくなることが

考えられるため、とても危険

です。 

 

 

10年を目安に交換をおすすめします。 

❖環 境 講 座 ❖ 

❖環 境 調 査❖ 


